
  

件
名 労

働
金
庫
法
第
五
十
八
条
第
二
項
第
十
三
号
及
び
第
五
十
八
条
の
二
第
一
項
第
十
一
号
の
規
定
に
基
づ
く
労
働
金
庫
及
び
労

働
金
庫
連
合
会
が
行
う
こ
と
が
で
き
る
業
務
の
代
理
又
は
媒
介
を
定
め
る
件
の
一
部
を
改
正
す
る
件 

  



  

1 

〇
金 

融 

庁

厚
生
労
働
省
告
示
第 

 
 

号 
労
働
金
庫
法
（
昭
和
二
十
八
年
法
律
第
二
百
二
十
七
号
）
第
五
十
八
条
第
二
項
第
十
三
号
及
び
第
五
十
八
条
の
二
第
一
項
第

十
一
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
労
働
金
庫
法
第
五
十
八
条
第
二
項
第
十
三
号
及
び
第
五
十
八
条
の
二
第
一
項
第
十
一
号
の
規
定
に

基
づ
く
労
働
金
庫
及
び
労
働
金
庫
連
合
会
が
行
う
こ
と
が
で
き
る
業
務
の
代
理
又
は
媒
介
を
定
め
る
件
（
平
成
十
八
年
金 

融

厚
生
労

 

庁
働
省
告
示
第
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
令
和
六
年
五
月
十
八
日
か
ら
適
用
す
る
。 

令
和
六
年 

 

月 
 

 

日 

金
融
庁
長
官 

栗
田 

照
久 

 
 

 

厚
生
労
働
大
臣 

武
見 

敬
三 

 
 

 

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の

傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重
傍
線
を
付
し
た
号
を
加
え
る
。 



  

2 

改 

正 

後 

改 

正 

前 
労
働
金
庫
法
（
昭
和
二
十
八
年
法
律
第
二
百
二
十
七
号
）
第
五
十
八
条
第
二

項
第
十
三
号
及
び
第
五
十
八
条
の
二
第
一
項
第
十
一
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
労

働
金
庫
及
び
労
働
金
庫
連
合
会
が
行
う
こ
と
が
で
き
る
業
務
の
代
理
又
は
媒
介

を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。 

 

労
働
金
庫
法
（
昭
和
二
十
八
年
法
律
第
二
百
二
十
七
号
）
第
五
十
八
条
第
二

項
第
十
三
号
及
び
第
五
十
八
条
の
二
第
一
項
第
十
一
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
労

働
金
庫
及
び
労
働
金
庫
連
合
会
が
行
う
こ
と
が
で
き
る
業
務
の
代
理
又
は
媒
介

を
そ
れ
ぞ
れ
次
の
よ
う
に
定
め
、
平
成
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。 

 

第
一
条 

労
働
金
庫
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
五
十
八
条
第
二
項
第
十

三
号
に
規
定
す
る
業
務
の
代
理
又
は
媒
介
で
金
融
庁
長
官
及
び
厚
生
労
働
大

臣
が
定
め
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。 

第
一
条 

［
同
上
］ 

一 

独
立
行
政
法
人
住
宅
金
融
支
援
機
構
、
株
式
会
社
日
本
政
策
金
融
公
庫

、
独
立
行
政
法
人
勤
労
者
退
職
金
共
済
機
構
又
は
労
働
金
庫
及
び
労
働
金

庫
連
合
会
が
業
務
の
代
理
又
は
媒
介
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
者
を
定
め
る

件
（
平
成
十
八
年
金 

融 

庁

厚
生
労
働
省
告
示
第
三
号
。
以
下
「
告
示
」
と
い
う
。

）
第
一
条
各
号
（
第
一
号
か
ら
第
八
号
ま
で
及
び
第
十
五
号
か
ら
第
十
七

号
ま
で
を
除
く
。
）
に
掲
げ
る
者
の
業
務
（
株
式
会
社
日
本
政
策
金
融
公

庫
に
あ
っ
て
は
、
株
式
会
社
日
本
政
策
金
融
公
庫
法
（
平
成
十
九
年
法
律

第
五
十
七
号
）
第
十
一
条
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
る
別
表
第
一
第
一

号
か
ら
第
七
号
ま
で
の
中
欄
に
掲
げ
る
者
に
対
し
て
貸
付
け
を
行
う
業
務

及
び
同
項
第
五
号
の
規
定
に
よ
る
こ
れ
ら
の
業
務
の
利
用
者
に
対
す
る
情

報
の
提
供
を
行
う
業
務
並
び
に
同
項
第
六
号
の
規
定
に
よ
る
こ
れ
ら
の
業

務
に
附
帯
す
る
業
務
並
び
に
株
式
会
社
日
本
政
策
金
融
公
庫
が
行
う
恩
給

一 

独
立
行
政
法
人
住
宅
金
融
支
援
機
構
、
株
式
会
社
日
本
政
策
金
融
公
庫

、
独
立
行
政
法
人
勤
労
者
退
職
金
共
済
機
構
又
は
労
働
金
庫
及
び
労
働
金

庫
連
合
会
が
業
務
の
代
理
又
は
媒
介
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
者
を
指
定
す

る
件
（
平
成
十
八
年
金
融
庁
・
厚
生
労
働
省
告
示
第
三
号
）
（
以
下
「
告

示
」
と
い
う
。
）
第
一
条
各
号
（
第
一
号
か
ら
第
八
号
ま
で
、
第
十
五
号

及
び
第
十
六
号
を
除
く
。
）
に
掲
げ
る
者
の
業
務
（
株
式
会
社
日
本
政
策

金
融
公
庫
に
あ
っ
て
は
、
株
式
会
社
日
本
政
策
金
融
公
庫
法
（
平
成
十
九

年
法
律
第
五
十
七
号
）
第
十
一
条
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
る
別
表
第

一
第
一
号
か
ら
第
七
号
ま
で
の
中
欄
に
掲
げ
る
者
に
対
し
て
貸
付
け
を
行

う
業
務
及
び
同
項
第
五
号
の
規
定
に
よ
る
こ
れ
ら
の
業
務
の
利
用
者
に
対

す
る
情
報
の
提
供
を
行
う
業
務
並
び
に
同
項
第
六
号
の
規
定
に
よ
る
こ
れ

ら
の
業
務
に
附
帯
す
る
業
務
並
び
に
株
式
会
社
日
本
政
策
金
融
公
庫
が
行

う
恩
給
担
保
金
融
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
九
十
一
号
）



  

3 

担
保
金
融
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
十
条

第
一
項
に
規
定
す
る
貸
付
け
の
業
務
に
限
る
。
次
条
第
一
号
に
お
い
て
同

じ
。
）
の
代
理 

第
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
貸
付
け
の
業
務
に
限
る
。
次
条
第
一
号
に
お

い
て
同
じ
。
）
の
代
理 

［
二
～
四 
略
］ 

［
二
～
四 

同
上
］ 

五 

告
示
第
一
条
第
十
七
号
に
掲
げ
る
者
が
営
む
貸
金
業
（
貸
金
業
法
（
昭

和
五
十
八
年
法
律
第
三
十
二
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
貸
金
業
を

い
い
、
同
号
に
規
定
す
る
業
務
に
附
帯
し
て
営
む
も
の
に
限
る
。
次
条
第

五
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
業
務
の
媒
介 

［
号
を
加
え
る
。
］ 

 
 

第
二
条 

法
第
五
十
八
条
の
二
第
一
項
第
十
一
号
に
規
定
す
る
業
務
の
代
理
又

は
媒
介
で
金
融
庁
長
官
及
び
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ

る
も
の
と
す
る
。 

第
二
条 

［
同
上
］ 

一 

独
立
行
政
法
人
住
宅
金
融
支
援
機
構
、
株
式
会
社
日
本
政
策
金
融
公
庫

、
独
立
行
政
法
人
勤
労
者
退
職
金
共
済
機
構
又
は
告
示
第
二
条
各
号
（
第

一
号
か
ら
第
八
号
ま
で
及
び
第
十
二
号
か
ら
第
十
四
号
ま
で
を
除
く
。
）

に
掲
げ
る
者
の
業
務
の
代
理 

一 

独
立
行
政
法
人
住
宅
金
融
支
援
機
構
、
株
式
会
社
日
本
政
策
金
融
公
庫

、
独
立
行
政
法
人
勤
労
者
退
職
金
共
済
機
構
又
は
告
示
第
二
条
各
号
（
第

一
号
か
ら
第
八
号
ま
で
、
第
十
二
号
及
び
第
十
三
号
を
除
く
。
）
に
掲
げ

る
者
の
業
務
の
代
理 

［
二
～
四 

略
］ 

［
二
～
四 

同
上
］ 

五 

告
示
第
二
条
第
十
四
号
に
掲
げ
る
者
が
営
む
貸
金
業
の
業
務
の
媒
介 

［
号
を
加
え
る
。
］ 

 
 

備
考 

表
中
の
［ 

］
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。 

 

 


